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事実の概要

　本件原審（大阪地判平 27・2・13 金判 1470 号
51 頁、資料版商事 384 号 24 頁〔LEX/DB 文献番号
25506109〕）は、①破産会社Ａ株式会社（以下「Ａ社」
という。）の破産管財人Ｘ（原告、被控訴人）から
合同会社Ｙ１（甲事件被告、以下「Ｙ１社」という。）
に対する現物出資価額の不足填補責任履行請求・
役員責任査定異議事件（甲事件）と、②Ａ社から
依頼を受けて現物出資の対象である不動産の価格
を証明したＢ弁護士が加入していた弁護士賠償責
任保険契約の保険者であるＹ２損害保険株式会社
（乙事件被告、控訴人、以下「Ｙ２社」という。）に対
してＸが債権者代位権による保険金請求事件（乙
事件）、が併合されたものである。
　Ａ社の株主総会は、平成 22 年 3 月 8 日、Ｙ１
社を割当先とする募集株式の第三者割当発行を行
うこと、その払込総額のうち 20 億円は、Ｙ１社
が所有する不動産（以下「本件山林」という。）を
出資の目的とし、本件山林の価格を 20 億円とす
る現物出資の方法によるものとする決議を行っ
た。そして払込期日である平成 22 年 3 月 25 日
に本件現物出資が実行された。しかし、本件山林
の実際の価格は、平成 22 年 3月 25 日当時、5億
円を上回るものではなかった。
　Ｂ弁護士は、平成 22 年 2 月 15 日、Ａ社に対
し、本件現物出資の価格を金 20 億円とすること
が相当である旨の会社法 207 条 9 項 4 号に基づ
く証明をした（以下、当該証明行為を「本件証明行為」
という。）。
　平成 26 年 9 月 12 日、ＸとＢ弁護士との間で、
本件証明行為をしたことによる会社法 213 条 3

項に基づくＢ弁護士の責任額を 3億 4,800 万円と
する裁判上の和解（以下「本件和解」という。）が
成立した。Ｂ弁護士は、本件和解金額の債権を弁
済するに足りる資力を有していない。
　Ｂ弁護士は、Ｙ２社との間で、保険期間を平成
21 年 7 月 1 日から平成 22 年 7 月 1 日までとし、
Ｂ弁護士を被保険者として、Ｂ弁護士が賠償責任
を負った場合にＹ２社が保険金を支払うことを定
めた弁護士賠償責任保険契約（以下「本件保険契
約」という。）を締結していた。本件保険契約にお
ける 1事故当たりの保険金の限度額は 3億円で
ある。
　Ｙ２社は、Ｘからの請求に対し本件保険契約に
適用される弁護士特約条項 3条 1号における「被
保険者の犯罪行為または他人に損害を与えるべき
ことを予見しながら行った行為に起因する賠償責
任」（以下「本件免責条項」という。）に該当する等
と主張し支払いを拒んだ。
　原審は、Ｙ１社の財産価格填補責任を認め、Ｘ
の請求を認容した。Ｙ２社に対する保険金請求に
関し本件免責条項の適用を否定し、Ｘの請求を認
容した。Ｙ１社は控訴せず、甲事件は確定したが、
Ｙ２社が控訴したのが本件である。

判決の判旨

　１　本件免責条項の適用の可否
　「……上記本件免責条項の規定内容及び本件保
険契約中の弁護士特約条項の規定内容等を勘案す
れば、本件免責条項中の『予見しながら行った行
為』とは、被保険者が、その行為によって他人に
損害を与えることや他人に損害を与える蓋然性が
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高いことを認識して行った行為、及び一般的な弁
護士としての知識、経験を有する者が、他人に損
害を与えることや他人に損害を与える蓋然性が高
いことを当然に認識すべきである行為を指すもの
と解されるから、これらの各行為は、本件免責条
項に該当すると解される。」
　「……不動産の鑑定評価、すなわち不動産の経
済価値を判定し、その結果を価額に表示するとい
う手法としてみた場合には、不当なものというべ
きであるが、不動産の鑑定評価そのものを業ない
し専門分野とするものではない弁護士にとって、
容易に理解できる事項であるとは、にわかに認め
られるものではない。したがって、Ｃ鑑定におけ
る鑑定評価につき、上記のとおりの不当な点が
あったとしても、Ｂ弁護士が、本件山林が 20 億
円よりも著しく低額であることやその蓋然性が高
いことを認識していたとまでは認めることができ
ないというべきである。」
　「Ｃ鑑定士が作成したＣ鑑定に加え、本件山林
が所在する場所である和歌山県不動産鑑定士協会
の会長であるＤ鑑定士がＤ意見書を作成してお
り、本件別荘地では傾斜地を利用して別荘が建て
られている状況などがあったのであるから、これ
らの事情からすると、一般的な知識、経験を有す
る弁護士が、本件山林が 20 億円よりも著しく低
額であることやその蓋然性が高いことを当然に認
識することができたとは認められない。」

　２　填補対象性について
　「……弁護士等の価額証明は、弁護士等一定の
資格を有する財産評価の専門家が行うものである
が、現物出資財産が不動産の場合には、上記の証
明に加え、不動産鑑定士の鑑定評価が要求されて
いる（会社法 207 条 9 項 4 号）。このような定め
からすれば、会社法は、証明をする弁護士に対し、
単に当該不動産の経済的価値の判定そのものでは
なく、不動産の鑑定評価（不動産の鑑定評価に関
する法律 2条 1項）を行う不動産鑑定士（同 3条）
の鑑定評価を踏まえ、法律専門家としての知識・
経験に基づく的確な判断をすることが期待されて
いるものというべきであって、これは、上記のと
おり、弁護士法 3条が規定する弁護士業務と何
ら性質を異にするものではない。
　……そして、価額証明責任は、債務不履行責任
と比較し、立証責任が転換されており、注意を怠

らなかったことを証明できない場合には、評価価
額と現物出資財産の実際の価額との差額をてん補
すべき義務を課すものである。すなわち、価額証
明責任は、弁護士等の価額証明行為に基づき法律
上課せられる責任であり、その意味で法律上の賠
償責任というべきであるから、本件保険の対象か
ら除外すべき理由はない。」

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決は、本件免責条項の意義が問題となっ
た事案の 1つであり、免責を否定した裁判例の 1
つでもある。本件保険契約の対象となる填補対象
には、弁護士による現物出資の財産価格填補責任
も含まれるとした点にも特色がある。本稿では、
紙面の関係で、この 2点に絞って解説を行う。

　二　本件免責条項の意義
　保険法 17 条 2 項は、責任保険における法定免
責に関し、保険契約者又は被保険者の故意による
事故招致のみとし、重過失を除いている。本件保
険契約に適用される賠償責任保険普通保険約款
（以下「普通保険約款」という。）4条 1号において
も、故意による事故招致のみが免責事由とされて
いる。
　本件免責条項と普通保険約款 4条 1 号との関
係を巡り学説及び下級審裁判例において見解の対
立がある。
　普通保険約款 4条 1 号の故意免責を明確にし
たものにすぎないと解する見解１）、未必の故意を
意味すると解する見解２）、弁護士の倫理観とは相
容れないことから、故意免責とは別に定められた
ものであると解する見解３）、当該免責条項を重過
失と位置付け、任意規定ではあるが保険法 17 条
2項で重過失が免責から除外されていることを理
由にその立法趣旨を踏まえた解釈を行うべきとす
る見解４）、等が主張されている。
　次に、本件免責条項の適用が問題となった
裁判例としては、本件以外に、①東京高判平
10・6・23 金判 1049 号 44 頁（LEX/DB 文献番号
28032866）、②大阪高判平 19・8・31 金判 1334
号 46 頁（LEX/DB 文献番号 25451420）、③高松高
判 平 20・1・31 金 判 1334 号 54 頁（LEX/DB 文
献番号 25451423）、④大阪地判平 21・10・22 判
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タ 1346 号 218 頁（LEX/DB 文献番号 25451652）、
⑤ 大 阪 地 判 平 21・12・22（LEX/DB 文 献 番 号
25462555）、⑥大阪地堺支判平 25・3・14 金判
1417 号 22 頁（LEX/DB 文献番号 25500870）がある。
そのうち、①と⑤において本件免責条項は故意免
責条項とは異なる趣旨のものである点を明確に判
示する。②は「通常の弁護士の知識水準」、⑤は、「平
均的な弁護士に求められる職業倫理や法律専門家
としての知識、素養」、⑥も、「平均的な知識を持
つ弁護士を基準」として、被保険者の弁護士の行
為が本件免責条項の適用の対象となるか否かを判
断している。
　本判決では、「一般的な知識、経験を有する弁
護士」という表現を用いているが、②、⑤及び⑥
の裁判例と同様な判断基準によっているものと考
えられる。
　学説において故意と同意義と解する見解は、多
数説とは異なり故意の概念を広く解している点
や５）、司法書士賠償責任保険契約に適用される特
別約款との関係も踏まえれば、同意義と解するこ
とはできない６）。また一般的な故意概念や重過失
概念を基本に考えた場合には、未必の故意とか、
重過失と捉えることも難しいと考えられる７）。
　次に「一般的な弁護士の認識の基準を入れると、
保険による保護が及ぶべき弁護士の過誤との区別
が微妙になる」８）とする指摘がある。しかし、弁
護士の一般的な業務を対象とする本件保険契約に
適用される弁護士特約条項の解釈においては、一
般的な弁護士を基準とすることは、他の保険契約
において適用される約款の解釈において当該取引
に入る一般的な加入者という基準に基づいて解釈
されるのと何ら相違はないことになる。

　三　鑑定評価の流用
　本件現物出資の際に利用されたＣ鑑定は、本件
現物出資の際に作成された鑑定評価ではない。株
式交換の際に作成された鑑定評価を流用してい
る。鑑定評価を流用する場合には、当該鑑定を行っ
た不動産鑑定士の承認を得ることが求められてい
る９）。別の目的で作成された不動産鑑定において
は、鑑定当時の特殊な事情等も踏まえた内容であ
ることもあり得る。また当該不動産鑑定がなされ
た時を基準にするのではなく、募集株式の株主に
なった時における現物出資財産の価格を基準日と
して著しく価格が不足している場合に責任が問わ

れる。そのため、現物出資とは異なる目的で作成
された不動産鑑定評価を流用する場合には、通常
よりも慎重に対応することが求められるべきであ
る。本件現物出資の対象となった不動産の価格に
関し、Ａ社の社外監査役の責任を追及した事案で
ある大阪高判平 27・5・21 金判 1499 号 16 頁（LEX/
DB 文献番号 25506307）において、第三者割当増
資の際に、現物出資によってこれを実施するとい
う当初の計画段階から、Ａ社の監査役会や第三者
委員会において、問題が指摘されていたことが事
実関係で示されている。不動産鑑定士資格を有し
ない会社の役員らにおいても、現物出資の対象と
なる山林の価格について疑問が示されている。ま
た本件現物出資の実態に関しても実態のない取引
と評価する見解もある 10）。

　四　弁護士賠償責任保険の対象となる業務との
　　　関係
　現物出資における証明をした専門家の責任は、
平成14年商法改正により設けられたものであり、
その立法趣旨は、専門家の証明等の適性を確保す
ることにあると説明されている 11）。この証明者
における現物出資の価格填補責任とは別に、財産
の価格の証明等をする者は、会社との間で締結
した契約に基づき証明等を行うことになること
から、任務懈怠により会社に損害を与えた場合
には、一般的な債務不履行責任としての損害賠
償責任を負うことになる（民法 415 条）と説明さ
れている 12）。現物出資における証明者の責任は、
一般の債務不履行責任とは異なることになる 13）。
平成 17 年改正前商法においては、現物出資の価
格填補責任は、資本充実責任から取締役や証明者
等に責任を負わせるものと解されていた 14）。こ
れに対して、会社法 213 条の責任の趣旨に関し、
立案担当者は「株主間の利益移転という観点から、
本来出資すべきである価格を出資していない引受
人が無過失で責任を負うこととする 212 条の規
定に対し、これを補完し、取締役等に過失責任を
負わせることにより、取締役等が現物出資財産の
価格を決定するにあたって慎重を期すことを求め
るのが、213 条の規定の趣旨である。」と説明す
る 15）。
　金銭出資を行った株式引受人との公平性の観点
から、一次的には、現物出資を行った株式引受人
が、一種の瑕疵担保責任を負い 16）、不足額の填
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補責任を負うことになる。これに対して、証明者
の責任については、一般の債務不履行責任ではな
く法定の担保責任と解されるのではないか。
　現物出資は原則、裁判所の選任した検査役の
調査を要する（会社法 207 条 1 項ないし 8項参照）。
その例外として、会社法 207 条 9 項 4 号では弁
護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理
士又は税理士法人の証明をもって検査役の調査を
不要とする。この証明は弁護士に限定されている
ものではない。もっとも検査役の調査に代わる
ものである点を考えれば、弁護士特約条項 1条 2
項でいう「検査役……に準ずる資格において被保
険者が行う法律事務」になるとも考えられる。
　しかし、会社法213条1項の取締役等の責任は、
検査役の調査を経ている場合には填補義務を負わ
ない（会社法 213 条 2 項 1号）。これに対して会社
法 213 条 3 項の証明者の責任は、過失責任主義
に基づき、証明者が自らの過失がなかった点を立
証できない限りは不足額をそのまま填補すること
になる。また会社法においては、検査役に価格填
補責任は課されていない。さらに、証明者は会社
との間での契約に基づき証明を行う点も検査役と
は大きな違いである。本判決は、公認会計士、税
理士等において証明者となる点や、検査役との責
任との相違について何ら合理的な理由を述べてい
ない。
　本件保険契約は、弁護士の一般法律事務から生
じる弁護士の弁護過誤による法律上の損害賠償責
任を填補することを前提に、保険料率が設定さ
れている。このことを考えれば、会社法 213 条 3
項の責任は、本件保険契約が想定しているリスク
とは異なるリスクである。一般的な損害賠償責任
とは異なり、法律等により加重された特殊な責任
が問われる場合には、別途、特約を設けて、追加
保険料の支払いにより対応している。本判決は免
責事由との関係しか言及していないが、その他の
追加担保特約との関係についても検討が必要とな
る。今後はいずれにせよ約款で明記し、必要があ
れば追加担保特約で復活担保するなりの対応が必
要となる。
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